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試験電圧

①
②

一方の巻線を短絡し他方の巻線から電圧を印加し、準拠規格により算出される短絡電流(短絡電流が25倍
を超える場合は25倍を限度とする)を通じ、機械的に耐えるかを試験する。

雷インパルス耐電圧試験

変圧器の指定された巻線に対し、下表の通り非接地試験と接地試験の２種類の雷インパルス耐電圧試験を
行う。
　なお、印加電圧は公称電圧に応じた全波試験電圧及び裁断波試験電圧とする。　（Ⅱ章　５項　参照）

騒音試験

接地試験 各端子毎に

試験項目 印加端子

非接地試験 全端子一括

　一方の巻線に定格周波数の定格電圧を印加し､他方の巻線を全て開放した状態で騒音レベルを測定する｡
測定は普通騒音計(Ａ特性)にて変圧器の基準放射面から30㎝の距離にて、銘板を基準に時計方向に１ｍの
間隔で測定する。ただし測定点は６点以上とする。
　騒音レベルの算出は全測定値のエネルギー平均として求める。　　　　　　　　（Ⅱ章　４項　参照）

短絡試験

低 減 電 圧
全波試験電圧

①
②
③

低 減 電 圧
裁断波試験電圧
全波試験電圧
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